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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの移動医療診断ステーション（１６，１８）とその診断ステーションか
ら遠隔にあるサービス施設（２０）とを含んでいる医療診断サービスシステムの接続性を
検証する方法であって、
（ａ）前記移動医療診断ステーションが新たな位置に移動し、前記サービス施設（２０）
へ連絡したことに応答して記録された前記移動医療診断ステーションの場所と連絡アドレ
スを使用して、前記移動医療診断ステーションとサービス施設との間における第１のネッ
トワーク接続を前記サービス施設（２０）側から試みる第１の接続性チェックシーケンス
を実行し（１０４）、その接続が確立した場合、前記サービス施設（２０）から前記移動
診断ステーション（１６，１８）へ第１のデータを伝送（１１０）する工程と、
（ｂ）前記第１の接続性チェックに応答して、前記移動医療診断ステーションとサービス
施設との間における第２のネットワーク接続を試みる第２の接続性応答シーケンスを実行
し、その接続が確立（１２４）した場合、前記移動診断ステーション（１６，１８）から
前記サービス施設（２０）へ第２のデータを伝送（１２４）する工程と、
（ｃ）前記工程（ａ）および（ｂ）による前記接続チェックに対するチェック結果（１１
４，１２０，１２８）を記録する工程と、を有する接続性検証方法。
【請求項２】
　前記工程（ａ）は、スケジュールに基づいて自動的に実行される請求項１記載の方法。
【請求項３】
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　前記工程（ａ）の接続性チェックシーケンスは、前記サービス施設（２０）によって開
始されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記工程（ａ）における接続の試行に必要なデータが、前記サービス施設（２０）によ
りアクセスされるデータベース（５４，５８）内に格納されている請求項１記載の方法。
【請求項５】
　さらに、個々のネットワーク接続を確立する前記工程（ａ）あるいは（ｂ）における試
行が失敗した場合、警報メッセージを発する工程（１１２，１１８，１３０）を含んでい
る請求項１記載の方法。
【請求項６】
　さらに、前記工程（ａ）あるいは工程（ｂ）で夫々のネットワーク接続を確立する試行
が失敗した場合、当該失敗した工程を繰り返す工程（１０８，１２６）を含んでいる請求
項１記載の方法。
【請求項７】
　移動医療診断システムに遠隔サービスを提供するシステムであって、
　医療画像データを処理するよう構成された移動医療診断システム（１６，１８）と、
　前記移動医療診断システムから遠隔にあって、ネットワーク・リンクを介して、その移
動医療診断システムに遠隔サービスを提供するよう構成されたサービス施設（２０）と、
　前記サービス施設にある第１の接続性検証手段（６４，６６，６８，７０）であって、
前記移動医療診断ステーションが新たな位置に移動し、前記サービス施設（２０）へ連絡
したことに応答して記録された前記移動医療診断ステーションの場所と連絡アドレスを使
用して、接続性検証ルーチン（１００，２００）に従って前記移動医療診断システムとの
ネットワーク接続の確立を試み、そのネットワーク接続の確立が成功した場合、前記移動
医療診断システムに第１のデータを伝送するよう構成されている第１の接続性検証手段（
６４，６６，６８，７０）と、
　前記移動医療診断システムにある第２の接続性検証手段（６０，６２）であって、前記
接続性検証シーケンス（１００，２００）の間に伝送された前記第１のデータに応答して
、前記サービス施設（２０）とのネットワーク接続の確立を試みるよう構成されている第
２の接続性検証手段（６０，６２）と、を具備することを特徴とする移動医療診断システ
ムに遠隔サービスを提供するシステム。
【請求項８】
　前記第１の接続性検証手段（６４，６６，６８，７０）は、所定のスケジュールに基づ
いて自動的に前記接続性検証ルーチン（１００，２００）を実行するよう構成されている
請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１の接続性検証手段（６４，６６，６８，７０）は、前記接続性検証ルーチンが
、前記移動医療診断システムとの２方向のネットワーク通信の確立を成功させることがで
きないと判断した場合、警報メッセージを発し、それを格納（１１２，１１８，１３０）
するよう構成されている請求項７記載のシステム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に医療診断機器および施設に遠隔サービスを提供するシステムおよび
技術に関する。より具体的に述べると、本発明は、遠隔のサービス施設と加入医療診断施
設あるいはシステムとの間の継続した接続性を検証する技術に関するものである。
【発明の背景】
【０００２】
　近年、医療診断機器やシステム、特にイメージング・システムがかなりの進歩をとげて
いる。このようなイメージング・システムは様々なモダリティを含んでおり、その各々は
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画像データの獲得と処理に係る物理法則によって特徴づけられる。現在、医療診断用イメ
ージング・モダリティには、核磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）システム、ディジタル方
式と従来のフィルム方式によるＸ線システム、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）システム、
超音波システム、ポジトロン放出断層撮影（ＰＥＴ）システム等がある。医療施設、病院
、診療所では、２つ以上のモダリティを含むこの種の機器を広く使用しており、場合によ
っては各モダリティに２つ以上のシステムを含むこともある。大きな施設の放射線科では
、これらのシステムをネットワーク化して共通の管理や制御ができるようにしている。こ
れらのシステムには、後で有用な画像を検索したり再構成するためにディジタル化した画
像データを格納する医用画像情報システム（ＰＡＣＳ）が益々付設されるようになってき
ている。さらに、専門医や放射線医師による検査や診察のためにディジタル化されたデー
タを遠隔地へ伝送する遠隔放射線診断アプリケーションが増えつつある。
【０００３】
　特別のモダリティを除いて、多くの場合、医療診断システムは疾病や病気の診断および
治療にとって重要な要素となっている。ある施設は、一日の特定の時間帯にサービスを提
供する一方で、他の施設では厳しいスケジュールの下で診断機器を連続的に使用する必要
がある。いずれの場合も、その施設では診断機器が良好な動作状態に維持されることに重
大な関心を持っている。しかしながら、システムが複雑であるため、起こりうる潜在的問
題の調査や評価に要する人員がそのシステムのある場所に配置されていないことが多い。
その結果、医療診断機器の遠隔サービスがそのシステムの維持に重要な手段となってきて
いる。
【０００４】
　以前から、医療診断機器の遠隔サービスは電話を介して行われていた。操作担当員が遠
隔のサービス施設に電話して故障を報告し、その機器の適切な操作や調整について質問し
ていた。そのような問い合わせに対して電話では十分に対処できない場合には、サービス
エンジニアを派遣してそのシステムの故障原因の解明や必要な支援をしていた。
【０００５】
　コンピュータ・ネットワークの進展により、医療診断機器や施設への支援提供業務が大
幅に促進された。単に遠隔のサービス施設に電話して、直接、技術者やエンジニアと話を
したり、あるいはサービスセンターからの返答を待つのではなく、サービスセンターが医
療診断機器あるいは施設と連絡して、加入機器の状態をチェックする進歩的な技術が、特
に、ネットワーク技術によって促進された。
【０００６】
多くの施設が必要とする継続的かつ対話的なレベルのサービスを提供する努力によって、
医療診断システムに遠隔サービスを提供するといったさらなる進展もあった。あるシステ
ムの遠隔サービス施設では、ネットワークを介してメッセージを対話的に受信でき、単一
の接続セッションあるいは次のセッションでそのメッセージに対して自動的に応答できる
。医療診断機器の動作状態の分析に必要なデータは最初あるいは次のセッションで転送で
きる。この技術によりシステム問題の識別がかなり容易となり、加入サービス提供者側に
問題を投げかけることができるようになり、最新情報やイメージング・プロトコルの転送
が容易となり、また、標準的な報告とカスタマイズされた報告を加入システムへ送信でき
るようになった。このような技術が持つ対話性によって、医療診断施設側は遠隔のサービ
ス施設側から提供される最新のサービスを受け入れて、サービス施設と自由に通信できる
。
【０００７】
医療診断機器への遠隔サービスの進歩によって、サービス・レベルと情報交換が大幅に向
上したが、障害、特に、予期しない接続性の問題から生じる障害に直面することがある。
特に、サービス情報や要求の対話的な交換処理は、遠隔にあるサービス施設が自由に加入
システムと連絡できることを、逆に、加入システムが遠隔のサービス・プロバイダと自由
に連絡がとれることを仮定している。システムが良好に動作してサービスが不要な場合に
は、サービス施設に連絡しなくても、そのような時間期間が延びるだけのことである。し
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かしながら、もし医療診断機器とサービス施設との間で必要となる接続が不良であれば、
サービス要求がサービス施設へ確実に送られず、また、サービス施設から医療診断システ
ムへの情報も適切に、即ち、タイムリーに到着しないことがある。オペレータが介在した
場合には、時々、この問題を検知することはできるが、一般的には、ある期間中に必要な
応答が受信されなかったことが分かって初めて発見されるだけである。サービスの問題と
問い合わせに対してタイムリーに対処することを保証するために、このような接続不良検
出の遅延は適切に回避されるべきである。
【０００８】
　従って、医療診断機器や施設が遠隔のサービス・プロバイダと適切に接続されているか
どうかを監視するために適した技術が必要である。目下、サービス施設から自由に加入診
断システムに連絡でき、また、診断システムからサービス施設に連絡できる双方向の接続
性を検証するシステムに対する需要が特にある。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、この需要に応えるように設計された接続性を検証する技術を提供する。この
技術は様々な診断機器で利用することができる。ここで、この診断機器としては一般的大
きな放射線科にある様々なモダリティ向けの特定システムや集中管理システムがある。診
断システムが遠隔のサービス施設に接続できる場合、本技術によって、サービス施設はサ
ービス施設と診断機器を発信元とする接続が可能であるかどうかを検証することができる
。特定のシステムや、特定施設の診断システムにネットワーク接続された管理システム、
もしくは、その両方のシステムを使ってその接続を確立することができる。また、接続性
を検証する時間を決める、即ち、それを自動化するためにそのスケジュールを組んでもよ
いし、もしくは、手動で行ってもよい。接続性問題の種類や場所を検出し記録する診断機
能を少なくともある程度提供できるように本システムは設計されている。接続性検証の結
果を格納して使うことにより、システム全体の処理能力を評価したり、必要であればシス
テムを改良することができる。本システムでの接続性試験が失敗した場合、もしくは、矛
盾する又は不確実な接続性が確認された場合、オペレータを介したり、電子メッセージ機
能やページング機能等を含む自動方式を介してそれを通知することができる。移動診断シ
ステム並びに据え付け型診断システムの両方に本システムは適合する。移動システムの場
合は、移動機器がサービス施設からの連絡を待つことができるようにそのシステムを修正
してもよい。
【００１０】
　本技術は、診断施設が遠隔のサービス・プロバイダと連絡をとり、また、遠隔のサービ
ス・プロバイダが診断施設と連絡をとることができる対話的なサービス・システムに特に
適している。さらに、本システムは、サービス施設と診断機器との間で加入、即ち、ライ
センスを締結するサービス形態に特に適している。この加入に基づいてサービス施設が診
断機器とサービス・プロバイダとの間の接続性を保証することによって、機器の管理者は
サービス・プロバイダと連絡をとることができる。また、オペレータ不在のシステムから
も自動的に連絡をとることができる。
【本発明の詳しい説明】
【００１１】
　図１は、参照符号１０で全体的に示される医療診断およびサービス構成を示しており、
これは、複数の医療診断システムあるいはステーション、および、ネットワーク・リンク
で接続された遠隔のサービス施設を含んでいる。図１に示すように、構成１０は、独立し
た診断システム１４と移動診断システム１６及び１８と協力する中央施設もしくは機関１
２内にある診断機器を含んでいる。施設１２のこれらの機器を含んでいる様々なシステム
は、遠隔のサービス施設２０と選択的に接続するよう構成されている。サービス施設２０
は、そのシステムから連絡がとられ、必要に応じてそのシステムと連絡をとってそのシス
テムや施設にサービスを提供したり、様々なシステムや機器から伝送される関心事やサー
ビス要求を処理し、システムからデータを呼び出し、システムへデータを伝送すること等
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を行う。
【００１２】
　一般的に、構成１０は、様々なモダリティの様々な医療診断システムを備えることがで
きる。検討した本実施の形態では、例えば、遠隔のサービス施設２０は核磁気共鳴イメー
ジング（ＭＲＩ）システム、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）システム、ポジトロン放出断
層撮影（ＰＥＴ）システム、超音波システム、Ｘ線システム等にサービスを提供する。さ
らに、遠隔のサービス施設は同様のサービスを集中医療診断管理システムや画像格納及び
通信システム（ＰＡＣＳ）や遠隔放射線診断システム等へ提供する。このシステムは、典
型的には、据え置き型システム（つまり、周知の場所に置かれ、周知のネットワーク・ア
ドレスから利用可能なもの）か移動型システム（即ち、移動可能であって、様々な形式の
ネットワーク・アドレスで位置指定できるもの）のいずれかである。
【００１３】
　図１に示すように、施設１２として図式化した単独の施設もしくは機関に特定の診断機
器を配置することができる。ここで示される実施の形態では、３つの診断システム２２，
２４，２６が施設内にある。代表的なアプリケーションでは、これらのシステムはモダリ
ティや構成の面で類似しているか、さもなくば、異なるモダリティや構成を含んでいる。
例えば、放射線科や診療所では、各イメージング・システムは異なる種類のものでよく、
注目する様々な解剖学的構造や患者をイメージングするための様々なオプションを診断医
や放射線医師に提供する。中央放射線管理システム２８等を介して本システムを施設内の
適切な場所でネットワーク化してもよい。放射線管理システム２８によって、本施設は動
作状況、性能、構成、診断システムからのその他のデータを監視することができる。放射
線管理システム２８は１個以上のオペレータワークステーション３０を備え、管理データ
やソフトウエアとインタフェースできる。当業者にとっては明らかなことであるが、各診
断システム２２，２４，２６には、一般的には、同様のオペレータインタフェースが備え
られているため、放射線医師や臨床医は様々な検査の要求や設定を行い、検査結果、取得
過程、データが格納されたファイル等を検討することができる。さらに、放射線管理シス
テム２８は、参照符号３２で一般的に示される通信リンクを介してデータの送受信を可能
にする通信部を含んでいる。同様の通信リンクが、参照符号３４で示される施設内の各診
断システムに供給されている。以下で詳述するが、これらのリンクによって、開放型ネッ
トワークや専用ネットワークを介してシステムヘデータを送信し、また、システムからデ
ータを受信することができる。
【００１４】
　構成１０には様々な独立の診断システム１４が備えられている。特に、病院や施設内の
独立の診療所や部門には、通信リンク３６を介して遠隔のサービス施設と直接的に結合で
きる１つ以上の独立した診断システムがある。同様に、移動診断システム１６，１８はリ
ンク３８を介して遠隔のサービス施設と直接的に結合できる。一般的には、この移動診断
システムは様々なモダリティの機器を含んでいる。例えば、よりよいサービスを患者集団
に提供できるような場所に配置可能なＭＲＩもしくはＸ線システムである。最後に、構成
１０には一連のフィールドエンジニア端末４０，４２を含んでいてもよい。ここで、これ
らの端末は遠隔のサービス施設に同様に結合されるので、フィールドエンジニアはこの遠
隔サービス施設とデータ、画像、予定、報告等を交換できる。このフィールドエンジニア
は、例えば、加入システムで発生する特定のニーズに応じて派遣される。
【００１５】
　図１に示す各システムとステーションは、参照符号４４で一般的に示されるネットワー
クを介して遠隔のサービス施設に選択的に接続できる。本技術の目的のために許容される
いかなるネットワークも利用することができる。それには、開放型／専用ネットワーク、
仮想私設ネットワーク、インターネット等が含まれる。さらに、ネットワークへの通信リ
ンクは許容されるいかなる種類のものでもよい。これには、通常の電話接続、ケーブルモ
デム接続、ディジタル加入者線等が含まれる。各システムは、公知の設計に基づく通信イ
ンタフェース用のハードウエアとソフトウエアを含んでいる。好適な構成を持つ本システ
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ムは対話型のソフトウエアを備えており、それによってネットワーク接続を確立すること
で、メッセージ、画像データ、サービス要求、システム状態情報、プロトコル等をシステ
ムへ送信したりシステムから受信することができる。また、必要であれば、遠隔のサービ
ス施設と加入システム間でこのようなデータのやり取りがない期間ネットワーク接続を終
了してもよい。
【００１６】
　図１に示す遠隔のサービス施設２０は医療診断システムへのサービス提供を管理する構
成要素だけでなく通信用の構成要素も含んでいる。従って、遠隔サービスとネットワーク
４４を介したデータ交換に必要なネットワーク接続を確立するために一連のモデム４６が
備えられる。これらのモデムは、参照符号４８で示す通信インタフェース構成要素に結合
されている。当業者にとっては明らかなことであるが、これらの構成要素とモデムは遠隔
のサービス施設と医療診断システムとの間の通信を遮蔽するハードウエアとソフトウエア
、例えば、ファイアウォールを含んでいる。また、これらのモデムと通信インタフェース
構成要素は、代替となる通信ハードウエアとソフトウエア、例えば、ケーブルモデムと置
き換えできることが望ましい。通信インタフェース構成要素４８はルータ５０に接続して
おり、ネットワークを介してサービス施設に接続された医療診断システムとの通信が適正
に行われるよう制御する。
【００１７】
　サービス施設２０は、そのサービス施設自体に関することはもとより加入診断システム
への入会時での様々なサービス要求とサービス業務を行うよう構成されている。図示され
ている本実施の形態のサーバ５２は以下に述べるサービス機能を提供する。実際には、こ
の種の様々なサーバを相互接続して様々なサービスを提供することができる。例えば、サ
ービス要求を受信や管理したり、システム状態データを得るために前もって加入システム
をアクセスしたり、加入システムのライセンスを管理したり、加入システムへ送る報告書
やメッセージを生成するサービスである。サーバのうちの幾つかではファイアウォールに
よる防御を行い、データのアクセスを制限している。サーバ５２を１つ以上のデータベー
ス５４に接続して、様々な加入医療診断システム向けのサービス提供に関する情報を格納
することができる。また、データベース５４は、システム性能、システム構成、システム
ライセンス、アカウントデータ等に関する情報も格納できる。一連のワークステーション
５６をさらにサーバ５２に接続してもよいため、サービス施設のエンジニアはデータにア
クセスし、サービスの問題に対応することができる。例えば、このようなワークステーシ
ョンを使って、以下に説明する手続きによって認識される潜在的な接続性問題の原因を解
明して解決することができる。最後に、一般的に図１の参照符号５８で示される追加的な
データベース、もしくは、システムをサービス施設に接続して、その施設からのサービス
提供を予約するシステムのためのるデータを格納、即ち、保存することができる。同様の
方法で遠隔施設の幾つかは、例えば、１つの領域、即ち、国や世界の様々な地域で接続さ
れている。さらに、同様のシステム向けに分析やサービス提供するために、診断システム
群から集めた統計情報をデータベース５８が含んでいてもよい。
【００１８】
　構成１０の複数のシステムがサービス施設に対話的に接続されているため、それらのシ
ステムが自由にサービス施設と接続でき、また反対に、サービス施設が容易に加入医療診
断システムをアクセスするできることを検証する手段を提供する必要があることがわかっ
ている。一般的に、システムが技術的に困難な場面に遭遇したり、サービス要求が発生し
たときにサービス施設に連絡できないと、サービスの問題に対する対応が遅れてしまう。
同様に、システムからサービスの問題を受けつけてもサービス施設がシステムに再び接続
できなければ、時間のかかりそうな別の手段で必要なフィードバックを行う必要がある。
本技術は医療診断システムとサービス施設を確実に接続する機構を提供する。
【００１９】
　図２は、接続性の検証を行うように設計されたサービス施設の機能要素と診断システム
の機能要素の幾つかを示す。これらの要素は、医療診断機器か遠隔のサービス施設のいず
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れか一方から接続できるよう特別に設計されている。好適な本実施形態の加入機器とサー
ビス施設は、対話的データ交換をネットワーク・リンクを介して行えるように設計された
ネットワーク・サーバとサーバ・ソフトウエアを含んでいる。公知あるいは適切なソフト
ウエアやプロトコル、例えば、インターネット・プロトコル（ＩＰ）パケット、ハイパー
テキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）等を利用したポイント・ツー・ポイント・プロトコ
ル（ＰＰＰ）に基づき、このサーバはデータ交換を行うことができる。さらに、複数のシ
ステムのサーバとサービス施設のサーバは、生データ、もしくは、標準ＤＩＣＯＭフォー
マットの画像データ等の形式のデータを処理し送信するよう設計されているのが望ましい
。最後に、ＨＴＴＰアプリケーションをサポートし、ＨＴＭＬ，ＸＴＬ、あるいはその他
の言語による対話型のページを表示できるブラウザを備え、また、上述の機能を実行する
ためのジャバ・アプリケーション、アプレット(applet)、サーブレット(servelet)、また
それと同様のコードを支援する構成をサーバが備えることが望ましい。
【００２０】
　図２に示すように、加入診断システムは、通信構成要素の状態の検証を接続性サーブレ
ット６２に依頼するシステム・サーバ６０を含んでいる。当業者にはとっては明らかなこ
とであるが、システムにインストールされているか、要求に応じてシステムに送信される
適切なコードによってサーブレット６２は定義される。以下で詳述するが、固定、即ち、
据え置き型のシステムで遠隔のサービス施設からの接続性検証メッセージを受信するとサ
ーブレットが呼び出され、サーブレットはサービス施設と再度連絡をとって、簡単に双方
向接続を確立できるかどうか検証する。移動システムに関しては、その移動システムが新
たな位置に移動した場合、接続性サーブレットはサービス施設と連絡をとり、その開始し
た連絡に対する検証応答を受信するよう調整されている。
【００２１】
　起動されて接続性検証メッセージに応答するよう設計された一連のソフトウエア・モジ
ュールを遠隔のサービス施設内の１個以上のサーバ５２は含んでいる。図２に示すように
、後述する接続性機能を管理する接続性アプリケーション６４をサーバは含んでいる。加
入医療診断システムの接続性検証シーケンスに対して遠隔のサービス施設が始める連絡と
そのタイミングをスケジューラ・モジュール６６が規定する。接続性チェックイン・モジ
ュール６８は、モジュール６６で組まれた予定に従ってアプリケーション６４が実行する
接続性シーケンス内でデータを受信し、診断システムとデータ交換する。移動診断システ
ムとの接続性検証シーケンスが始まると、同様の移動チェックインモジュール７０は移動
診断システムとのデータ交換を管理する。
【００２２】
　さらに、サーバ５２とそこからアクセスされる符号化モジュールは、接続性検証工程で
使われるデータを格納する複数のメモリ・ブロックに接続される。これらのメモリ・ブロ
ックは、ディスク・ドライブ、磁気テープ、光記憶デバイス、半導体メモリ等の適切な媒
体で定義することができる。図２に示すように、メモリブロックは参照符号７１で示す移
動サイトに備えられており、システム識別子、場所、アクセス番号、即ち、アドレス番号
とコード等はもとより、加入移動サイトに対する構成パラメータを格納する。ライセンス
・メモリ７２は、様々なシステムの現在のサービス・ライセンス状態を示すデータを格納
する。これには、アカウントデータ、日付情報のような情報、サービス・アクセス・レベ
ルが含まれていてもよい。ログ／イベント・メモリ・ブロック７３は、サービスセンター
と種々の加入システムとの間で実行される接続性検証シーケンスの結果を格納する。以下
で示されるが、一般的に、メモリ・ブロックは接続性検証シーケンスの結果を示す履歴デ
ータを含んでいる。また、メモリ・ブロックは特定のイベント、スケジュール通りのサー
ビス、サービス要求等に対する参照データも含んでいる。警報ログ・ブロック７４は、接
続性検証シーケンスでの障害や異常に対応して本技術によって生成される警報を格納する
ために提供される。この警報を使用して、接続性問題が発生したときにそのフィールドと
遠隔のサービス施設の両方にサービスエンジニアを派遣して通信／接続構成要素の故障を
解析して解決することができる。警報モジュール７５は、電子メッセージ、呼び出し、サ
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ービス派遣等の接続性に係る問題に対応して警報を生成する。分析モジュール７６は分析
機能を含んでいる。例えば、接続履歴の記録と接続性検証シーケンスの結果に基づいて特
定のシステムやシステム全体の接続性問題のパターンを認識する。
【００２３】
　図３は、上述の構成要素の幾つかとその構成要素間での一般的なデータ交換の種類を示
す。図３に示すように、遠隔のサービス施設に備えられた接続性アプリケーション６４は
、外部のクライアント１２と医療診断システムの形式でデータ交換するよう設計される。
サービス施設と診断システムとの間でのこのデータの対話的交換を保証できるように接続
性検証工程が設計されている。従って、クライアント（顧客）ステーションは（クライア
ントが固定しているのか、移動するのかの特性に基づいて）接続性チェックイン・モジュ
ール６８や７０と連絡してデータを送信するよう設計されている。一般的に上述のメモリ
７１，７２，７３に対応できる、参照符号７７，７８，７９で一般的に示されるメモリ・
ブロックに加えて、接続性アプリケーション６４は対話的ソフトウエア・プラットフォー
ム８０とデータ交換するように設計されている。ここで、このプラットフォームは遠隔の
サービス施設と加入システムとの間のサービス・データ交換の支援を行う。好適な本実施
の形態のプラットフォーム８０によって、ＭＲＩやＣＴスキャナ、Ｘ線イメージング・ス
テーション、超音波イメージング・ステーション等の実際のモダリティ機器間の直接的も
しくは間接的インターフェースを構成する。また、このプラットフォームは様々なサービ
ス機能を提供する。例えば、電子メッセージの送信、サービス要求と質問の受付けとそれ
らの処理、画像評価、イメージング／処理プロトコルの交換、システムの構築とそのデー
タ交換などである。
【００２４】
　接続性アプリケーション６４はログ・モジュール８２へ書き込みを行うことによって、
参照符号８４で示すシステム・ログ情報を格納する。上述したが、このログ情報には、典
型的には、接続性検証チェックの記録、イベント、サービス要求等が含まれる。また、接
続性アプリケーション６４は参照符号８６で示す予定データを取りだして、どの加入シス
テムに連絡すべきか、また、その日の昼又は夜の何時にすべきかを検証する。後述するが
、特定のシステムは特定の期間に動作、もしくは、非動作状態になる、即ち、様々な時間
帯で動作することができるため、本技術によってシステムの利用可能性と応答性に基づく
様々な時間間隔での検証のチェックを容易に行える。また、接続性アプリケーション６４
は、サーバの動作を知るためにサーバ・グデータ８８をアクセスする。参照符号９０で示
すように、最新の検証シーケンスの結果を示すデータを格納し、それをアクセスすること
ができる。警報が生成されたとき、特に、後述する接続性シーケンスでの故障や異常が発
生したときに、接続性アプリケーション６４はオープン警報ログ９２にアクセスできる。
特定の加入システムに対して使われる接続性検証シーケンスが成功する場合と失敗する場
合があるが、その使用期間を示すデータが時間スロット・ログ９４に格納される。検証す
なわち「チェックイン」回数のログ９６は、移動システムで開始された検証シーケンスは
もとよりサービス施設からの接続性検証メッセージに対する加入システムの応答の記録と
して保持される。前接続ログ９８は、アプリケーション６４からアクセスでき、後述する
ように予約検証シーケンスの基本となるものである。最後に、アプリケーション６４から
サービスを受けるシステムに対するデータが統計データ・ベース９９に保存される。これ
には、接続性の統計情報が含まれる。尚、図３の論理的な構成は一例にすぎず、特定シス
テムのニーズとアーキテクチャーに基づいて、モジュール、メモリ名称、ログ等を変更し
てもよい。
【００２５】
　上述したように、本システムは、サービス施設からの遠隔サービスに加入しているシス
テム向けの通信構成要素の状態を自動的に検証するよう設計されている。一般的に、自動
接続性検証シーケンスは、特定の加入者、あるいは、全ての加入システムに対して開始す
ることができる。従って、サービス施設が特定のシステムに対話的サービスを提供する場
合、規則的に、もしくは、予定に沿ってこの検証チェックを開始／実行することができる
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。同時に、接続性検証は不必要であるか、もしくは、限定された特性、即ち、限定された
スケジュールでの検証を必要とするような限定サービスもサービス施設は提供することが
できる。
【００２６】
　図４と図５は、自動接続性検証技術を実施するためにサービス施設のコードで実行され
る制御論理工程の一例を示す。図４は、サービスセンターと周知の場所のシステムの接続
性を検証する工程の一例を示す。ここで、周知の場所とは、典型的には、施設、診療所、
病院等である。図４の制御論理の全体は参照符号１００で示されており、工程１０２から
始まる。この工程では連絡をとるシステムが選択される。検討された本実施の形態では、
システムは周知のパラメータに基づいて選択される。ここで、周知のパラメータには、シ
ステムの利用可能性、システムの利用可能性に関する時間スロット、システムの性質、シ
ステムへのサービス提供に関するライセンス構成の特徴、システムの識別子／アドレス等
が含まれる。一般的に、接続性検証の予定は前もって立てられて自動的に実行される。さ
らに、スケジュールはシステムとサービス施設との間の最新の接続履歴に少なくとも部分
的に基づいており、サービス施設により最近に連絡したシステムがより低い優先順位にな
る。逆に、特定の時間か周知の頻度でシステムがサービス施設と連絡をとったことを使用
履歴データが示す場合、そのシステムはスケジュールの優先順位が高くなる。工程１０４
では、この情報に基づきそのシステムと連絡をとる。適切なネットワークを介して連絡を
とることができる。現在はモデムを介する電話線が典型的なものである。
【００２７】
　工程１０６では、接続性アプリケーションはうまく連絡がとれたかどうかを判定する。
連絡がとれなかった場合、工程１０８で示されるように、システムは、再度、ネットワー
ク接続を試行するよう構成されている。また、接続の試行回数と試行時間間隔はサービス
施設が設定することができる。その後の試行が可能であり、また、必要であれば、工程１
０４に戻ってシステムは再度連絡を試みる。工程１０６で、うまく連絡がとれると制御は
工程１１０へ移る。
【００２８】
　工程１０６で、もし連絡できない場合は様々な手段がとられる。連絡不能の原因は多く
の要因のうちの１つかもしれない。例えば、診断システム自体の状態、伝送路の状態、通
信ハードウエア、ソフトウエア、インタフェース要素である。さらに、特定のシステムで
は、検証シーケンスが開始される時間に通信構成要素が塞がっていたり単純に使用不能で
ある可能性がある。工程１０８で、もし許される試行回数が終了した場合、工程１１２で
示されるように警報を生成する。この警報は警報ログ７４（図２参照）に格納されるため
、サービス施設からのアクセスが可能となり、サービスエンジニアを派遣したり、加入シ
ステムとの連絡にオペレータを介在させて接続性問題の特徴を調査することができる。工
程１１４では、接続性の失敗がログ／イベント・メモリ７３（図２参照）に記録される。
【００２９】
　工程１０６でうまく連絡がとれると、工程１１０に示すように、サービス施設と加入診
断システム間でデータの転送が行われる。好適な本実施の形態では、この工程で比較的短
いメッセージを送信することによって、サービス施設や加入システムのいずれか一方が不
必要に塞がれることを回避する。一般的に、このデータは加入システムのコードを呼び出
すには十分であり、接続性サーブレットに依頼することで接続の切断後にサービス施設へ
再度を連絡をとるための試行を行うことができる。
【００３０】
　工程１１６では、接続性アプリケーションが加入システムへのデータ伝送が成功したか
どうかを判断する。もしシステムへのデータ伝送に失敗したなら、工程１１８で警報が生
成され、サービスセンターの職員に対しデータ伝送を妨害する問題の特徴を調査するよう
通知する。この警報はサービス施設の警報ログに格納される。さらに、工程１２０では接
続性検証シーケンスの失敗が記録される。他方、工程１１６では、もしデータ伝送が成功
すると、工程１２２に示すようにサービス施設は接続を断つ。尚、１本以上の接続ライン
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を介して接続性状態の検出と分析に本技術を利用することができる。従って、必要ならば
、工程１０４で確立された接続を工程１２２で示されるように切断することができ、また
、医療診断システムが別の通信経路を介してサービス施設と再度連絡しているときは接続
したままにすることもできる。
【００３１】
　上で要約された最初の連絡とデータ転送後、接続性アプリケーションは連絡した加入シ
ステムからの返信メッセージを待つ。上述したように、加入システムの接続性サーブレッ
トは、サービス施設で開始された呼を戻すことによって双方向接続性が機能することを検
証するように構成されている。従って、図４の工程１２４に示すように、サービスセンタ
ーは設定可能なウインドウ時間に呼の返信を待つ。もし加入システムからの呼の返信を受
ける前に待ち時間切れとなると、工程１２６に示すように本シーケンスの上述した工程が
繰り返される。また、接続性シーケンスのサイクル数を予め設定してもよい。通常の状態
では、加入システムからの呼が受信されると、工程１２８で、接続性検証の成功結果を記
録する。本シーケンスが繰り返される場合、返信呼の受信を許された回数試行した後に、
工程１３０に示すように警報が生成される。そして、工程１３２で接続性検証の失敗結果
が記録される。この警報は、例えば、サービス員への電子メッセージ、サービス員の呼び
出し、サービスの配送等の形態をとる。
【００３２】
　上述したように、特定の時間スロットでは通常特定の加入システムを利用できないこと
がある。好適な構成では、例えば、２４時間中の３期間のうちの１つの期間で接続性チェ
ック・シーケンスを試行する。もし図４で要約されたシーケンスの結果が特定の時間スロ
ットでは接続できないことを示すと、そのシステム特有の接続性チェック・シーケンス用
に別の時間スロットを予定してもよい。
【００３３】
　移動システムと連絡をとるために、特に、そのシステムの場所と連絡アドレスがわかっ
ている場合に同様の論理を使うことができる一方で、図５で要約された本実施形態の別の
制御論理をそのシステムが使うことで、そのシステムはサービス施設との連絡を開始する
ことができる。図５に要約されているが、制御論理の全体は参照符号２００で示されてお
り、工程２０２から始まる。この工程では、診断システムを再配置、即ち、所望の場所に
配置する。この再配置後、工程２０４では、診断システムの接続性サーブレットは所望の
時間内にシステムのチェックインが実行されたかどうかを判断する。チェックインが終わ
っていれば、工程２０６に示されているように本論理を抜ける。接続性検証がなされてい
ないか、所望の時間内に実行されていないか、システムの再配置後に行われていない場合
には、診断システムのサーバは、工程２０８に示すようにサービスセンターとのネットワ
ーク接続を開始する。
【００３４】
　その接続が確立すると、工程１１０では、システム・データを伝送して、加入システム
の識別、場所、ネットワーク・アドレス、呼び出し番号等の識別を行う。尚、図５には示
されていないが、本ルーチンに介入論理工程を備えてもよい。これは、工程２０８で接続
が確立できなかったことや、工程２１０でデータ伝送が成功しなかったことを通知するも
のである。このどちらの事象でも、警報事象と失敗事象を記録することができる。工程２
１０で、一旦データ伝送が成功すると、工程２１２で移動診断システムはネットワーク接
続を断つ。
【００３５】
　移動診断システムから受信したデータに対応して、工程２１４で、サービス施設は本シ
ステムと再度連絡をとる。また、移動診断システムのサーバは、図４の論理に関して上述
されたように、返信呼を検証するために所定時間待つように構成されている。工程２１６
では、サービス施設は移動システムとのネットワーク接続の確立が成功したかどうかを判
断する。もし確立が成功していなければ、工程２１８で示されるように、サービス施設の
接続性アプリケーションはネットワーク接続を再度試みるよう構成されている。本システ
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ムと再度連絡をとる試行が失敗したか、所望の回数の試行が終了した場合は、制御は工程
２２０に移る。この工程では、接続性検証シーケンスが接続失敗を認識したのでさらに別
のサービスが必要であることを示す警報が生成される。工程２２２では接続性検証シーケ
ンスの結果が記録される。最後に、工程２２４では、またサービスセンターと加入移動シ
ステム間の接続の確立が必要になる場合のためにシステムの場所を記録する。
【００３６】
　尚、固定システム又は移動システムに対して実施されるかによらず、上述の論理は接続
性問題、即ち、接続の失敗を幾つかのレベルで識別することができる。とりわけ、接続の
失敗には、ネットワーク接続の様々な場所のハードウエアとソフトウエアの問題、データ
／転送／受信／処理の要素等が含まれるため、接続性の失敗を識別する場合にできるだけ
多くの情報を提供することが必要であることがわかっている。この示唆によって、接続要
素の故障解析が大幅に容易となり、しかも、本システムのある場所でサービス員が直接関
与する必要がなく、サービス員に対してシステムのどの箇所が機能し、どれが調査を要す
るかについて明白な示唆を与えることができる。例えば、本構成では故障が発生した論理
中の位置に基づいて様々な故障モードを検出することができる。この故障は、例えば、サ
ービス施設が加入システムと連絡できないことに起因する。この段階の故障は、サービス
施設を現在占有するハードウエアやソフトウエア、加入システムを現在占有するハードウ
エアやソフトウエア、加入システムでの呼に対する応答の故障、加入システムのＰＰＰモ
ジュールの応答故障、不当なＩＰアドレス等に原因がある。さらに、一旦接続を確立して
も、データ転送の失敗や異常の発生により認識可能な故障を引き起こすことがある。同様
の故障が加入システムがサービス施設と再び連絡がとれないことから起こることがある。
さらに、ＨＴＴＰサーバや接続性サーブレットへのアクセスができないことによっても故
障が起こる。加入システムでの呼の返信故障、あるいは、所望のウインドウ時間内に呼の
返信ができない故障等の別の事象も同様に記録することができる。
【００３７】
　尚、上述の技術を使って、多数のシステムとの接続性検証を自動的に行なうことができ
る。オフピーク時等の都合のよい時間に接続性検証／応答シーケンスを実行してもよい。
検証チェックを行なう予定順序も、特定のシステムとサービス施設間の最近の動作（例え
ば、データ交換）に影響される。例えば、システムが接続性検証を予定しているが、最近
サービス施設と連絡をとったという場合には、そのシステムのその後の時間のスケジュー
ルを組みなおすことができる。これによって、所望の時間フレーム内にサービス施設と連
絡を取れなかったシステムの予定を自由に組むことができる。同様に、非動作状態が起こ
るとそれはシステム接続用ハードウエアやソフトウエアの問題を示す可能性があると考え
て、システムの履歴データに基づいてサービス施設はそのシステムを接続性検証の予定に
入れる。個々のシステムと全システムのために、接続性検証シーケンスの結果を使って、
システムと構成要素の性能分析を行ってシステム設計やその改良を行うことができる。
【００３８】
　本技術について、その一例だけを開示して説明してきた。本発明は、本実施形態や特定
の実施形態に限定されず、添付の請求項の法的な範囲の全てに及ぶことを意図するもので
ある。当業者であれば本請求の範囲に入る代替となる様々な構成やその配置を想起できる
。例えば、診断システムやサービス施設の特有の構成を修正して、特定の種類のハードウ
エアやソフトウエア等に適応させることができる。同様に、加入システムとサービス施設
間に対話的ネットワーク接続を確立して検証する上述の論理工程、特に、ネットワーク接
続の確立／処理／検証に関する細部や様々な故障モードの評価については大幅に変更する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ネットワークを介して遠隔のサービス施設に接続された施設と一連の医療診断
システムを模式的に示す略図である。
【図２】　図１に示す診断システムの１つと遠隔のサービス施設の機能構成要素の幾つか
を模式的に示す略図である。
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【図３】　本発明の特定の態様に係る接続性検証構成で幾つかの信号とデータがサービス
施設と診断機器との間で交換される様子を示すデータの流れ図である。
【図４】　接続性検証構成を実行する制御論理工程の一例を示すフローチャートである。
【図５】　移動診断システムとの接続性検証を行う制御論理の一例を示すフローチャート
である。

【図１】 【図２】
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